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１．重要な会計方針 

 

当事業年度より、改訂後の「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」

（令和 2 年 3 月 26 日改訂）並びに「『独立行政法人会計基準』及び『独立行政法人会計基準 

注解』に関する Q&A」（令和 2 年 6 月最終改訂）（以下「独立行政法人会計基準等」という。）

を適用して、財務諸表等を作成しております。 

 

（１）運営費交付金収益の計上基準 

   業務達成基準を採用しております。なお、業務の進行状況と運営費交付金の対応関係が

明確である活動を除く管理部門の活動については期間進行基準を採用しております。 

  

（２）減価償却の会計処理方法 

①有形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。 

建物        2～50 年 

機械及び装置   2～17 年 

また、特定の償却資産（独立行政法人会計基準第 87 第 1 項）の減価償却に相当する額に

ついては、減価償却相当累計額として資本剰余金から控除して表示しております。 

 

②無形固定資産（リース資産を除く） 

法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間（5 年）を耐用年

数とした定額法を採用しております。 

 

③リース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっております 

 

（３）賞与引当金の計上基準 

役職員の賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち、当該事業年度に負担すべき

金額を計上しております。なお、役職員の賞与については、運営費交付金により財源措置

がなされる見込みであるため、賞与引当金と同額を賞与引当金見返として計上しておりま

す。 

 

（４）退職手当に係る引当金の計上基準 

役職員の退職給付に備えるため、当該事業年度末における退職給付債務見込額に基づき

計上しております。 

なお、運営費交付金により財源措置がなされる見込みである退職一時金については、期

末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を採用しており、退職給付

引当金と同額を退職給付引当金見返として計上しております。  

 

（５）棚卸資産の評価基準及び評価方法  

   未成受託研究支出金 

    個別法による低価法を採用しております。 

 

（６）消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税込方式を採用しております。 
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２．注 記 事 項 

 

 

（貸借対照表関係） 

 

出資を財源に取得した資産に係るその他行政コスト累計額  △11,135,660,478 円 

 

（行政コスト計算書関係） 
 

（１）独立行政法人の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコスト  

 

   行政コスト          2,985,657,389 円    

   自己収入等           △166,851,538 円  

  機会費用            360,881,849 円  

    独立行政法人の業務運営に関して 

  国民の負担に帰せられるコスト 3,179,687,700 円  

 

（２）機会費用の計算方法 

 

①国又は地方公共団体財産の無償又は減額された使用料による貸借取引の機会費用の計算 

方法 

国有財産貸付料の算定方法や近隣の賃貸料を参考に計算しております。 

②政府出資又は地方公共団体出資等から生ずる機会費用の計算に使用した率 

       10 年利付国債の令和 3 年 3 月末利回りを参考に 0.120％で計算しております。 

   ③国又は地方公共団体との人事交流による出向職員から生ずる機会費用の計算方法 

国又は地方公共団体との人事交流による出向職員であり国又は地方公共団体に復帰 

することが予定される職員であって、独立行政法人での勤務に係る退職給与は支給しな

い条件で採用しており、退職給与を支給しないことが独立行政法人の給与規則等におい

て明らかとなっている出向職員がいないことから、独立行政法人会計基準に関するＱ＆

Ａ  Ｑ62-5 に基づき、国又は地方公共団体との人事交流による出向職員にかかる退職給

付費用は退職給付引当金に含めて計上しており、機会費用の算定を行っておりません。 

 

（損益計算書関係） 

 

ファイナンス・リース取引が損益に与える影響額は、189,347 円であり、当該影響額 

を除いた当期総利益は 8,178,863 円であります。 

 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

 

資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳 

現金及び預金勘定           2,707,912,205 円 

 
（退職給付債務関係） 

 
（１）採用している退職給付制度の概要 

  当法人は、職員の退職給付に充てるため、非積立型の退職一時金制度及び国家公務員共済
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組合法の退職等年金給付制度を採用しております。 

非積立型の退職一時金制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しており、簡便

法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しております。 

   

（２）確定給付制度 

①簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表 

      期首における退職給付引当金                    674,861,609 円 

     退職給付費用                  208,391,547 円  

     退職給付の支払額                      △117,069,240 円  

     期末における退職給付引当金               766,183,916 円      

   

②退職給付に関連する損益 

簡便法で計算した退職給付費用          208,391,547 円    

 

（３）退職等年金給付制度 

当法人の退職等年金給付制度への要拠出額は、5,991,255 円であります。 

 

 （資産除去債務関係） 
 
（１）資産除去債務の概要 

  石綿障害予防規制等の規定に基づく建物のアスベスト除去義務であります。 

   

（２）資産除去債務の金額の算定方法 

  当該資産の撤去までの使用期間を 1 年と見積もり、割引率については、撤去までの期間と

近似する 2 年利付国債の、令和 3 年 3 月末利回りがマイナスでの値であったため、機会費用

の算定方法を参考に、0%を使用して資産除去債務の金額を算定しております。 

  
（３）当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減 

     期首残高                     3,160,000 円    

     見積りの変更による増加額                     11,173,828 円 

     時の経過による調整額                    - 円  

     資産除去債務の履行による減少額                           - 円  

     その他の増減（△は減少）                 - 円      

     期末残高                    14,333,828 円  

 

  当法人は、上記以外の実験棟について解体時におけるアスベスト撤去費用に係る債務を有し

ておりますが、当該債務に関連する建物の解体の予定はなく、また移転の予定もないことから、

資産除去債務を合理的に見積もることができないため、当該資産に見合う資産除去債務は計上

しておりません。 

 

（金融商品関係） 

 

（１）金融商品の状況に関する事項 

       資金運用は短期的な預金に限定しております。 

 

（２）金融商品の時価等に関する事項 

        期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は次のとおりです。 
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                                                                     （単位：円） 

  
  貸借対照表計上額      時  価   

 
  差  額 

現金及び預金       2,707,912,205      2,707,912,205             －    

研究業務未収金         101,085,373        101,085,373             －    

研究業務未払金        (575,249,780)       (575,249,780)       －   

未払金         (74,295,432)        (74,295,432)       －   

 

（注１）負債に計上されているものは、（ ）で記載しております。 

（注２）金融商品の時価の算定方法に関する事項 

現金及び預金、研究業務未収金、未収金、研究業務未払金及び未払金は短期間 

で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ 

ております。 

 

 （賃貸等不動産関係） 

 

重要な賃貸等不動産がないため、記載を省略しております。 

 

 

３．重要な債務負担行為      

 

   契約締結後、翌年度以降に履行となる重要な債務負担行為の額は次のとおりです。 

 

                                                                     （単位：円） 

件     名 契約金額 令和３年度支出予定額 

宅地の液状化対策のための地盤試験装置の新設整備  222,200,000   222,200,000 

風雨実験棟実大強風雨発生装置整備  453,793,780   453,793,780 

 

 

４．重要な後発事象 

 

   該当事項はありません。 

   


